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平成２０年度分業務指標値（PI)

～　呉　市　水　道　局　～

  「水道事業ガイドライン（ＪＷＷＡ Ｑ １００：２００５）」は、ISO/TC224の概念に基づき、平成１７年１月に日本水道協会規格と
して制定されたものである。 その「水道事業ガイドライン」に基づき、水道事業体では業務指標（ＰＩ）値を試算し、水道関係の
新聞やホームページなどで公表しているが、その中で把握できたものを一覧表にしたものである。



番号 業務指標 18 19 20
前年比率

増減 定義 備考

1001 水源利用率（％） 49.0 54.9 52.9 -3.6% １日平均配水量／確保している水源水量×１００ 水源のゆとり度，水源の効率性を表す。

1002 水源余裕率（％） 78.6 62.1 61.9 -0.3%
｛（確保している水源水量／１日最大配水量）－１｝×１
００

一日最大配水量を上回る水源がどれだけ確保されているかを
示し，高いほど余裕がある。

1003 原水有効利用率（％） 87.0 89.2 88.3 -1.0% 年間有効水量／年間取水量×１００
水道システム全体としての原水利用の有効性を示す。浄水ロ
ス，漏水量の大小が要因となる指標である。

1004 自己保有水源率（％） 65.8 61.0 59.6 -2.3% 自己保有水源水量／全水源水量×１００
水源運用の自由度を表す。また渇水時の融通性とも係わりがあ
る。

1005
取水量１立方メートル当たり
水源保全投資額（円／ｍ３）

0.081 0.079 0.086 9.0% 水源保全に投資した費用／その地域からの取水量
本市の水源地域に水源の涵養，水源の保全のために支出した
取水量１ｍ３当たりの年間投資金額をいう。

1101 原水水質監視度（項目） 98 98 98 0.0% 原水水質監視項目数 取水前の水道原水水質監視項目数をいう。

1102
水質検査箇所密度
（箇所／１００ｋｍ２）

33.9 34.9 34.9 0.0% 水質検査採水箇所数／給水区域面積×１００
１００ｋｍ２当たりの，給水栓における毎日水質検査の箇所数を
いう。

1103
連続自動水質監視度
（台／（１０００ｍ３／日）

0.000 0.000 0.000 -
（連続自動水質監視装置設置数／１日平均配水量）×
１０００

連続自動監視装置とは配水管に設置されて，水質基準の中の
３項目（濁度，色度，残留塩素）を１日２４時間連続して計る装置
をいう。

1104 水質基準不適合率（％） 0.0 0.0 0.0 - （水質基準不適合回数／全検査回数）×１００
年間の給水栓での全検査回数のうち，水質基準不適合回数の
割合をいう。

1105
カビ臭から見たおいしい水達成率
（％）

83 60 60 0.0%
｛（１－ジェオスミン最大濃度／水質基準値）＋（１－２Ｍ
ＩＢ最大濃度／水質基準値）｝／２×１００

この値が１００％に近いほどカビ臭が少ない。

1106
塩素臭から見たおいしい水達成率
（％）

0 0 0 -
｛１－（年間残留塩素最大濃度－残留塩素水質管理目
標値）／残留塩素水質管理目標値｝×１００

指標は残留塩素最大濃度０．８ｍｇ／Ｌ以上で達成率が０％，
０．４ｍｇ／Ｌ以下で１００％となる。

1107 総トリハロメタン濃度水質基準比（％） 34 48 58 20.8%
総トリハロメタン最大濃度／総トリハロメタン濃度水質
基準値×１００

この数値は小さいほど良い。

1108 有機物（ＴＯＣ）濃度水質基準比（％） 28 46 32 -30.4% 有機物最大濃度／有機物水質基準値×１００ この数値は小さいほど良い。

1109 農薬濃度水質管理目標比（％） 0.000 0.000 0.000 -
（測定を実施した農薬毎の最大濃度をそれぞれの水質
管理目標値で除した値の合計値）／測定を実施した農
薬数×１００

水質検査計画書に記載の農薬を選び，その濃度の目標値に対
する割合を業務指標とした。

ａ）　水資源の保全

ｂ）　水源から給水栓までの水質管理

安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）



番号 業務指標 18 19 20
前年比率

増減 定義 備考

1110 重金属濃度水質基準比（％） 2 3 3 0.0%
（６項目の重金属毎の最大濃度をそれぞれの水質基準
値で除した値の合計）／６×１００

重金属とは，カドミウム及びその化合物，水銀及びその化合
物，セレン及びその化合物，鉛及びその化合物，ヒ素及びその
化合物及び六価クロム化合物の６種をいう。

1111 無機物質濃度水質基準比（％） 21 28 23 -19.3%
（６項目の無機物質毎の最大濃度をそれぞれの水質基
準値で除した値の合計）／６×１００

無機物質とは，アルミニウム及びその化合物，塩化物イオン，カ
ルシウム，マグネシウム等（硬度），鉄及びその化合物，マンガ
ン及びその化合物，ナトリウム及びその化合物の６種をいう。

1112 有機物質濃度水質基準比（％） 10 15 5 -66.7%
（４項目の有機物質毎の最大濃度をそれぞれの水質基
準値で除した値の合計）／４×１００

有機物質濃度とは，陰イオン界面活性剤，非イオン界面舌性
剤，フェノール類，色度の４種をいう。

1113
有機塩素化学物質濃度水質基準比
（％）

0 0 0 -
（９項目の有機塩素化学物質毎の最大濃度をそれぞれ
の水質基準値で除した値の合計）／９×１００

有機塩素化学物質とは，水質基準に定められている７種及び水
質管理目標に定められている２種の合計９種をいう。

1114 消毒副生成物濃度水質基準比（％） 7 12 10 -14.2%
（５項目の消毒副生成物毎の最大濃度をそれぞれの水
質基準値で除した値の合計）／５×１００

消毒副生成物とは，臭素酸，クロロ酢酸，ジクロロ酢酸，トリクロ
ロ酢酸，ホルムアルデヒドの５種をいう。

1115 直結給水率（％） 97.9 97.9 97.9 0.0% 直結給水件数／給水件数×１００
直結給水件数とは，受水槽を介さず，配水管の水圧又は直結
増圧ポンプにより直結給水される給水件数の総数をいう。

1116 活性炭投入率（％） 26.8 27.6 24.9 -9.8% 年間活性炭投入日数／年間日数×１００
粉末活性炭の年間投入日の割合で，低いほど水質が良いこと
を示す。

1117 鉛製給水管率（％） 20.1 19.4 18.9 -2.6% 鉛製給水管使用件数／給水件数×１００
給水件数のうち鉛製管を給水管として用いている件数の割合を
いう。



番号 業務指標 18 19 20
前年比率

増減 定義 備考

2001
給水人口一人当たり貯留飲料水量
（Ｌ／人）

210 211 213 0.9%
｛配水池総容量（緊急貯水槽容量は除く）×１／２＋緊
急貯水槽容量｝／給水人口×１０００

災害時の最低必要量は一人一日３Ｌとなっている。この業務指
標は貯留量を表すもので，必ずしも利用可能量ではない。

2002
給水人口一人当たりの配水量（Ｌ／
日／人）

324 322 320 -0.6% 一日平均配水量／給水人口×１０００
給水人口一人一日当たりの水消費量は，水環境の保全に対す
る取組の一つである節水型消費パターンの促進度合いを示す
指標である。

2003 浄水予備力確保率（％） 20.7 36.7 28.6 -22.1%
（全浄水施設能力－一日最大浄水量）／全浄水施設能
力×１００

この指標は，全浄水施設能力に対する予備力の割合であり，水
運用の安定性，柔軟性及び危機対応性を示す指標の一つであ
る。

2004 配水池貯留能力（日） 1.29 1.31 1.33 1.5% 配水池総容量／一日平均配水量
この指標は，一日平均配水量の何時間分が配水池などで貯留
可能であるかを表しており，この値が高ければ，非常時におけ
る配水調節能力や応急給水能力が高いといえる。

2005 給水制限日数（日） 8 0 0 - 年間給水制限日数
年間に給水制限した日数。１日１時間でも給水制限した場合は
１日とする。

2006 普及率（％） 99.1 99.1 99.1 0.0% 給水人口／給水区域内人口×１００
給水区域内に居住し，当該水道事業により給水サービスを受け
ている人口の，給水区域内人口に対する割合をいう。

2007
配水管延長密度
（ｋｍ／ｋｍ２）

15.3 15.3 15.3 0.0% 配水管延長／給水区域面積
給水区域面積１ｋｍ２当たりの配水管延長を表しており，消費者
からの給水申込に対する物理的利便性の度合を示すもの。

2008 水道メータ密度（個／ｋｍ） 80 79 80 1.3% 水道メータ数／配水管延長
配水管１ｋｍ当たりの，水道事業体が管理している水道メータの
総数をいう。

2101 経年化浄水施設率（％） 52.5 52.5 47.0 -10.5%
法定耐用年数を超えた浄水施設能力／全浄水施設能
力×１００

法定耐用年数（６０年）を超えた浄水施設能力の，全浄水施設
能力に占める割合をいう。浄水処理施設のうち，処理能力が明
示されている沈澱池，ろ過池のみ集計。

2102 経年化設備率（％） 48.5 53.5 57.3 7.1%
経年化年数を超えている電気・機械設備数／電気・機
械設備の総数×１００

法定耐用年数を超えた電気・機械設備の，電気・機械設備総数
に占める割合をいう。

2103 経年化管路率（％） 7.6 6.5 5.5 -15.4% 法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長×１００
法定耐用年数（４０年）を超えた管路延長の総管路延長に占め
る割合をいう。

2104 管路の更新率（％） 1.89 1.88 1.60 -14.9% 更新された管路延長／管路総延長×１００ 年間に更新された導・送・配水管の割合を表す。

2105 管路の更生率（％） 0.000 0.000 0.000 - 更生された管路延長／管路総延長×１００
年間に更生された導・送・配水管の割合を表す。更生とは，既設
管内面のライニング補修のことをいう。

2106 バルブの更新率（％） 1.81 2.34 2.18 -6.8% 更新されたバルブ数／バルブ設置数×１００ 年間に交換されたバルブの割合を表す。

安定（いつでもどこでも安定的に生活用水を確保）

ａ）　連続した水道水の供給

ｂ）　将来への備え



番号 業務指標 18 19 20
前年比率

増減 定義 備考

2107 管路の新設率（％） 0.35 0.28 0.14 -50.0% 新設管路延長／管路総延長×１００
年間の新たに布設した導・送・配水管の延長をいう。管路整備
の度合を示す。

2201 水源の水質事故数（件） 1 2 0 -100.0% 年間の水質水源事故数
年間に表流水，井戸を問わず，油や廃液の流出や農薬の化学
肥料などにより水源が汚染され，取水停止になること及び取水
停止になるおそれがある件数をいう。

2202
幹線管路の事故割合
（件／１００ｋｍ）

0.5 0.5 0.5 0.0% 幹線管路の事故件数／幹線管路延長×１００
年間の幹線管路での１００ｋｍ当たりの事故件数であり，管路施
設の健全性を示す。

2203 事故時配水量率（％） 70.6 71.7 72.6 1.3% 事故時配水量／一日平均配水量×１００
最大浄水場が２４時間全面停止した場合に，一日平均配水量
に対してどれだけ配水できるかの割合を示す。

2204 事故時給水人口率（％） 63.8 59.1 59.2 0.2% 事故時給水人口／給水人口×１００
最大浄水場が２４時間全面停止した場合に，給水できない人口
の給水人口に対する割合をいう。

2205
給水拠点密度
（箇所／１００ｋｍ２）

19.9 19.8 19.8 0.0% 配水池・緊急貯水槽数／給水区域面積×１００
給水区域１００ｋｍ２当たりの給水拠点であり，緊急時の利用し
やすさを表す。

2206
系統間の原水融通率
（％）

35.6 35.6 43.3 21.6% 原水の融通能力／受水側浄水能力×１００
他系統からの融通可能な原水水量の割合であり，水運用の安
定性，柔軟性，及び危機対応性を示す指標の一つである。

2207 浄水施設耐震率（％） 0.0 0.0 0.0 -
耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設
能力×１００

水道施設耐震工法指針で定めるレベル２，ランクＡの耐震基準
で設計されている浄水施設能力の割合をいう。

2208
ポンプ所耐震施設率
（％）

3.9 3.9 3.9 0.0%
耐震対策の施されているポンプ所能力／全ポンプ所能
力×１００

水道施設耐震工法指針で定めるレベル２，ランクＡの耐震基準
で設計されているポンプ所能力の割合をいう。

2209 配水池耐震施設率（％） 10.8 10.8 10.7 -0.9%
耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量
×１００

水道施設耐震工法指針で定めるレベル２，ランクＡの耐震基準
で設計されている配水池容量の割合をいう。

2210 管路の耐震化率（％） 1.5 1.7 1.9 11.8% 耐震管延長／管路総延長×１００
導・送・配水管路の耐震化の進捗状況を表しており，地震災害
に対する水道システムの安全性，危機対応性を示す。

2211 薬品備蓄日数（日）
19.7（平）
29.6（宮）

20.5（平）
24.4（宮）

21.3（平）
17.84（宮） - 平均薬品貯蔵量／一日平均使用量 薬品とは，浄水処理用の凝集剤，塩素剤をいう。

2212 燃料備蓄日数（日）
0.0（平）
0.0（宮）

0.0（平）
0.0（宮）

0.0（平）
0.0（宮） - 平均燃料貯蔵量／一日使用量 燃料とは，自家発電設備を稼働するための油類等をいう。

2213
給水車保有度
（台／１０００人）

0.0 0.0 0.0 - 給水車数／給水人口×１０００ 給水人口１０００人当たりの給水車数をいう。

2214
可燃ポリタンク・ポリパック保有度（個
／１０００人）

43.0 42.3 42.6 0.7% 可搬ポリタンク・ポリパック数／給水人口×１０００ 給水人口１０００人当たりの可搬ポリタンク・ポリパック数をいう。

2215
車載用の給水タンク保有度
（ｍ３／１０００人）

0.08 0.08 0.07 -12.5% 車載用給水タンクの総容量／給水人口×１０００
災害時の給水人口１０００人当たりの車載用給水タンク保有度
を表しており，地震災害に対する危機対応性を示すものである。

ｃ）　リスクの管理



番号 業務指標 18 19 20
前年比率

増減 定義 備考

2216
自家用発電設備容量率
（％）

0.0（平）
0.0（宮）

0.0（平）
0.0（宮）

0.0（平）
0.0（宮） - 自家用発電設備容量／当該設備の電力総容量×１００

水道施設における電気設備の電力総容量に対する自家用発電
設備容量の割合で，非常時に稼働可能な電気設備の割合を示
す。

2217 警報付施設率（％） 47.4 47.4 47.4 0.0% 警報付施設数／全施設数×１００
遠隔で施設の異常を検知できる警報設備がある施設数の割合
をいう。

2218
給水装置の凍結発生率
（件／１０００件）

0.0 0.0 0.0 - 給水装置の年間凍結件数／給水件数×１０００ 年間における給水栓１０００件当たりの凍結発生件数を表す。



番号 業務指標 18 19 20
前年比率

増減 定義 備考

3001 営業収支比率（％） 103.6 105.6 105.2 -0.4% 営業収益／営業費用×１００
営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示す
もので，これが１００％未満であることは，営業損失が生じている
ことを意味する。

3002 経常収支比率（％） 107.1 108.7 106.2 -2.3%
（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）
×１００

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す
もので，これが１００％未満であることは，経常損失が生じている
ことを意味する。

3003 総収支比率（％） 107.5 109.2 106.2 -2.7% 総収益／総費用×１００
総収支比率は，総費用が総収益によってどの程度賄われてい
るかを示すもので，これが１００％未満であることは，収益で費
用を賄われていないこととなり，健全な経営とはいえない。

3004 累積欠損金比率（％） 0.0 0.0 0.0 - 累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００
累積欠損金とは，営業活動の結果生じた欠損金が当該年度で
処理できずに，後年度に累積したものをいう。

3005 繰入金比率（収益的収支分）（％） 6.3 5.4 1.9 -64.8% 損益勘定繰入金／収益的収入×１００
収益的収入に対する繰入金への依存度を表しており，水道事
業は水道料金を財源とする独立採算性を基本としており，この
値は低い方が望ましい。

3006 繰入金比率（資本的収入分）（％） 0.0 0.0 0.0 - 資本勘定繰入金／資本的収入×１００
資本的収入に対する繰入金への依存度を表しており，水道事
業は水道料金を財源とする独立採算性を基本としており，この
値は低い方が望ましい。

3007
職員一人当たり給水収益
（千円／人）

33,964 35,490 36,330 2.4% 給水収益／損益勘定所属職員数／１０００
損益勘定所属職員一人当たりの生産性について，給水収益を
基準として把握するための指標であり，多いほど良い。

3008
給水収益に対する職員給与費の割合
（％）

25.6 24.2 23.2 -4.1% 職員給与費／給水収益×１００
事業の収益性を分析するための指標の一つであり，低い方が
望ましい。

3009
給水収益に対する企業債利息の割合
（％）

8.7 8.0 6.5 -18.8% 企業債利息／給水収益×１００
事業の収益性を分析するための指標の一つであり，低い方が
望ましい。

3010
給水収益に対する減価償却費の割合
（％）

21.7 21.5 21.9 1.9% 減価償却費／給水収益×１００
事業の収益性を分析するための指標の一つであり，低い方が
望ましいが，適正な基準を決めることは難しい。

3011
給水収益に対する企業債償還金の割
合（％）

20.9 33.7 25.5 -24.3% 企業債償還金／給水収益×１００
企業債償還金が経営に与える影響を分析するための指標であ
り，低い方が望ましい。

3012
給水収益に対する企業債残高の割合
（％）

267.5 255.1 269.1 5.5% 企業債残高／給水収益×１００
企業債残高の規模と経営に与える影響を分析するための指標
であり，低い方が望ましい。

3013
料金回収率（％）（給水に係る費用の
うち水道料金で回収する割合）

94.3 96.9 98.1 1.2% 供給単価／給水原価×１００
供給単価と給水原価の関係を表しており，この比率が１００％を
下回っている場合，給水にかかる費用が料金収入以外の収入
で賄われていることを意味する。

3014 供給単価（円／ｍ３） 197.2 197.3 197.0 -0.2% 給水収益／有収水量 有収水量１ｍ３当たりの販売価格を表す。

持続（いつまでも安心できる水を安定して供給）

ａ）　地域特性にあった運営基盤の評価
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3015 給水原価（円／ｍ３） 209.0 203.7 200.7 -1.5%
｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不要品売却原価
＋附帯事業費）｝／有収水量

有収水量１ｍ３当たりの生産原価を表す。

3016
１ヶ月当たり家庭用料金
（１０ｍ３）（円）

1,302 1,302 1,302 0.0%
１箇月当たりの一般家庭用（口径１３ミリメートル）の基
本料金＋１０ｍ３使用時の従量料金

消費税込

3017
１ヶ月当たり家庭用料金
（２０ｍ３）（円）

3,244 3,244 3,244 0.0%
１箇月当たりの一般家庭用（口径１３ミリメートル）の基
本料金＋２０ｍ３使用時の従量料金

消費税込

3018 有収率（％） 88.8 90.3 90.1 -0.2% 有収水量／給水量×１００

年間の給水量（配水量）に対する，料金徴収の対象となった水
量及び他会計等からの収入のあった水量の割合を示すもの
で，施設の稼働状況がそのまま収益に繋がっているかどうかが
確認できる。

3019 施設利用率（％） 58.3 57.4 59.2 3.1% 一日平均給水量／一日給水能力×１００
水道施設の経済性を総括的に判断する指標であり，数値が大
きいほど効率的であるとされている。

3020 施設最大稼働率（％） 66.6 64.5 69.1 7.1% 一日最大給水量／一日給水能力×１００
水道事業の施設効率を判断する指標の一つであり，この数値
が１００％に近い場合は，安定的な給水に問題を残しているとい
える。

3021 負荷率（％） 87.5 89.0 85.7 -3.7% 一日平均給水量／一日最大給水量×１００
水道事業の施設効率を判断する指標の一つであり，数値が大
きいほど効率的であるとされている。施設利用率や最大稼働率
などと併せて判断する必要がある。

3022 流動比率（％） 850.9 492.1 521.8 6.0% 流動資産／流動負債×１００
短期債務に対する支払い能力を示しており，１００％以上である
ことが必要であり，１００％を下回っていれば不良債務が発生し
ていることになる。

3023 自己資本構成比率（％） 65.2 66.6 66.4 -0.3% （自己資本金＋剰余金）／負債・資本合計×１００
総資本に占める自己資本の割合を表しており，財務の健全性を
示す指標の一つである。事業の安定化のためには，この比率を
高めていくことが必要である。

3024 固定比率（％） 138.2 138.6 139.5 0.6% 固定資産／（自己資本金＋剰余金）×１００
固定資産の取得が自己資本の範囲内に収まっているかどうか
を判断する指標であるが，水道事業は施設型の事業であり，一
般にこの比率は１００％を超えるのが常態である。

3025
企業債償還元金対減価償却比率
（％）

96.3 156.6 116.5 -25.6% 企業債償還金／減価償却費×１００

投下資本の回収と再投資のバランスを見る指標であり，一般的
にこの比率が１００％を超えると再投資を行うに当たって企業債
等の外部資金に頼らざるを得なくなり，投資の健全性が損なわ
れることになる。

3026 固定資産回転（回） 0.14 0.14 0.13 -7.1%
（営業収益－受託工事収益）／（期首固定資産＋期末
固定資産）／２

期間中に固定資産の何倍の営業収益があったかを示すもので
あり，高いほど良い。

3027
固定資産使用効率
（ｍ３／１００００円）

7.9 7.6 7.3 -3.9% 給水量／有形固定資産×１００００
固定資産使用効率は，有形固定資産に対する年間総給水量の
割合であり，この率が高いほど施設が効率的であることを意味
する。
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3101
職員資格取得度
（件／人）

0.94 0.99 1.02 3.0% 職員が取得している法定資格数／全職員数
法定資格とは，水道維持管理指針（日本水道協会）の法定資格
者一覧表に記載されている，水道事業を遂行する上で必要と考
えられる資格をいう。

3102
民間資格取得度
（件／人）

0.022 0.023 0.030 29.1% 職員が取得している民間資格数／全職員数
水道事業を行う上で，民間業者と同様の知識，技能を有するこ
とが職員の能力向上のため必要である。

3103 外部研修時間（時間） 6.6 4.5 4.9 8.9% 職員が外部研修を受けた時間・人数／全職員数
水道事業に関係あると水道事業体が認めて，職務として参加す
る研修であり，主催者が本人の所属する水道事業体以外のも
の。

3104 内部研修時間（時間） 3.3 2.7 2.0 -25.9% 職員が内部研修を受けた時間・人数／全職員数
内部研修とは，本人の所属する水道事業体が独自に職務とし
て参加させる水道事業に関する研修をいう。

3105 技術職員率（％） 65.0 64.4 62.5 -3.0% 技術職員数／全職員数×１００
技術職員とは，水道施設の物理的維持管理，施設計画及び建
設などに携わる職員をいう。

3106 水道業務経験年数度（年／人） 22.8 23.8 23.5 -1.3% 全職員の水道業務経験年数／全職員数
全職員の水道業務経験年数とは，水道事業に関わる期間に所
属して業務をした全職員の年数の総計をいう。

3107 技術開発職員率（％） 0.00 0.00 0.00 - 技術開発業務従事職員数／全職員数×１００
技術開発業務とは，水道技術に関する研究開発業務のことをい
う。企業との共同研究も含める。

3108 技術開発費率（％） 0.00 0.00 0.00 - 技術開発費／給水収益×１００
技術開発費とは，年間の水道技術に関する研究開発に係わる
費用をいい，年度当初に予算計上している金額とする。

3109
職員一人当たり配水量
（ｍ３／人）

165,000 168,000 171,820 2.3% 年間配水量／全職員数
水道サービス全般の効率性を示す指標の一つであり，多いほど
良い。

3110
職員一人当たりメータ数
（個／人）

580 600 625 4.2% 水道メータ数／全職員数 水道サービス全般の効率性を示す指標の一つである。

3111 公傷率（％） 0.000 0.021 0.000 -
公傷で休務した延べ人・日数／（全職員数×年間公務
日数）×１００

水道事業の安全衛生管理に係わる指標の一つである。

3112 直接飲用率（％） 88.2 85.4 88.5 3.6% 直接飲用回答数／直接飲用アンケート回答数×１００
直接飲用アンケートとは，原則年１回以上で，回答数は１００人
以上になるように実施し，直接飲用にするか否かを問う。他の
質問と一緒，又はモニタを利用してもよい。

3201
水道事業に係る情報の提供度
（部／件）

3.7 3.6 3.6 0.0% 広報誌配布部数／給水件数
年間に水道事業体が広報を目的として配布したパンフレット，ポ
スター等の給水件数１件当たりの部数をいう。

3202 モニタ割合（人／１０００人） 0 0 0 - モニタ人口／給水人口×１０００

モニタとは，消費者に水道事業の現状を知らせることにより，意
見・提言を受け，よりよい水道事業経営を目指すことを目的とし
た制度の中で，ある一定期間任命された消費者をいい，モニタ
人数とは，年間にモニタとして任命された人数をいう。

ｂ）　水道文化・技術の継承と発展

ｃ）　消費者ニーズをふまえた給水サービスの充実
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3203
アンケート情報収集割合
（人／１０００人）

0.93 0.87 0.88 1.1% アンケート回答人数／給水人口×１０００ 消費者のニーズの収集実行度を示すものである。

3204
水道施設見学者割合
（人／１０００人）

2.9 6.2 5.4 -12.9% 見学者数／給水人口×１０００
年間の水道施設及び水道関連施設（水道記念館等）を見学した
人数をいう。

3205
水道サービスに対する苦情割合（件
／１０００件）

1.05 0.04 1.06 2550.0% 水道サービス苦情件数／給水件数×１０００
水道サービス苦情件数とは，消費者が水道事業者に対して持
つ不満のうち，窓口への直接来訪，電話・文書，メール等によっ
て水道事業者に伝えられ，文書として記録されたものをいう。

3206
水質に対する苦情割合
（件／１０００件）

0.11 0.01 0.11 1000.0% 水質苦情件数／給水件数×１０００

水質苦情件数とは，消費者が水道事業者に対して持つ水質に
関する不満のうち，窓口への直接来訪，電話・文書，メール等に
よって水道事業者に伝えられ，文書として記録されたものをい
う。

3207
水道料金に対する苦情割合
（件／１０００件）

0.037 0.000 0.037 -
年間の水道料金に対する苦情件数／給水件数×１００
０

水道料金苦情件数とは，消費者が水道事業者に対して持つ水
道料金に関する不満のうち，窓口への直接来訪，電話・文書，
メール等によって水道事業者に伝えられ，文書として記録された
ものをいう。

3208 監査請求数（件） 0 0 0 - 年間監査請求件数
監査請求件数とは，年間の，法令に基づき水道事業に関して監
査請求された件数をいう。ただし，監査結果がでていなくても受
理された件数とする。

3209 情報開示請求数（件） 2 0 1 - 年間情報開示請求件数
情報開示件数とは，年間の，法令に基づき水道事業に関して情
報開示請求された件数をいう。ただし，開示可否結果がでてい
なくても受理された件数とする。

3210
職員一人当たり受付件数
（件／人）

132 131 133 1.5% 受付件数／全職員数
受付とは，給水申込，給水工事申込，検査，給水開始，中止，
廃止，精算など消費者が給水を受けることに関し水道事業体に
通知しなければならない案件をいう。
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4001
配水量１立方メートル当たり電力消費
量（ｋｗｈ／ｍ３）

0.42 0.44 0.44 0.0% 全施設の電力使用量／年間配水量
全施設の電力使用量とは，年間の取水，貯水から給水に至るま
で，及び営業所，事務所など水道事業に係る各施設において使
用した電力の総量をいう。

4002
配水量１立方メートル当たり消費エネ
ルギー（Ｍｊ／ｍ３）

0.49 0.50 0.50 0.0% 全施設での総エネルギー消費量／年間配水量
全施設のエネルギー消費量とは，年間の取水，貯水から給水に
至るまでのエネルギーの使用（電力，燃料）総量で，水道事業す
べての事務所で使用するものをいう。

4003 再生可能エネルギー利用率（％） 0 0 0 -
再生可能エネルギー設備の電力使用量／全施設の電
力使用量×１００

再生可能エネルギー（太陽光発電，小水力発電，風力発電等）
利用の割合を示しており，環境負荷低減に対する取り組み度
合，環境保全度を示す指標の一つである。

4004 浄水発生土の有効利用率（％） 100.0 100.0 100.0 0.0% 有効利用土量／浄水発生土量×１００
浄水処理過程における発生土の有効利用率を表しており，環境
保全への取り組み度合を示す指標の一つである。

4005 建設副産物のリサイクル率（％） 100.0 100.0 100.0 0.0%
リサイクルされた建設副産物量／建設副産物排出量×
１００

水道事業における工事等において発生する建設副産物の有効
利用を示す指標であり，環境保全への取り組み度合，環境保全
性を示す指標の一つである。

4006
配水量１立方メートル当たり二酸化炭
素（ＣＯ２）排出量（ｇ・ＣＯ２／ｍ３）

254 266 222 -16.5%
総二酸化炭素（ＣＯ２）排出量／年間配水量×１００００
００

温室効果ガス排出量の抑制による環境対策への取り組み度合
を示す。

4101 地下水率（％） 0.0 0.0 0.0 - 地下水揚水量／水源利用水量×１００
地下水はコストも安く安定しているので利用価値が大きいが，過
剰揚水による地盤沈下につながるので，許容範囲内で利用す
る必要がある。

環境（環境保全への貢献）

ａ）　地球温暖化防止，環境保全などの推進

ｂ）　健全な水循環
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ａ）　適正な実行・業務運営

5001 給水圧不適正率（％） 0.09 0.05 0.06 20.0%
適正な範囲になかった圧力測定箇所数・日数／（圧力
測定箇所総数×年間日数）×１００

適正な範囲とは，水道施設設計指針（日本水道協会）に定めら
れている給水圧の範囲０．１５～０．７４ＭＰａにあるか，又は当
該水道事業体の規程，条例等に定められた範囲にあることをい
う。

5002 配水池清掃実施率（％） 153 153 105 -31.4%
最近５年間に清掃した配水池容量／（配水池容量／５）
×１００

配水池の管理状況を表す。

5003 年間ポンプ平均稼働率（％） 15.2 15.1 15.2 0.7%
ポンプ運転時間の合計／（ポンプ総台数×年間日数×
２４）×１００

年間に水道施設の主要設備であるポンプがどの程度稼働して
いるかを示しており，ポンプ施設の余裕度を測定する指標であ
る。

5004
検針誤り割合
（件／１０００件）

0.01 0.02 0.05 150.0% 誤検針件数／検針総件数×１０００
検針誤りとは，水道メータ指針の読み間違い，検針お知らせ表
の入れ間違いなど検針に関する一切の誤りをいう。

5005
料金請求誤り割合
（件／１０００件）

0.01 0.00 0.00 - 誤料金請求件数／料金請求総件数×１０００
料金請求誤りとは，料金請求額の間違い，請求先の間違いなど
料金請求に関する一切の間違いををいう。

5006 料金未納率（％） 2.0 1.9 2.0 5.3% 年度末未納料金総額／総料金収入額×１００ 年度末における水道料金の未納割合をいう。

5007
給水停止割合
（件／１０００件）

14.2 13.0 12.8 -1.5% 給水停止件数／給水件数×１０００
給水件数１０００件当たりの，水道料金の未納により給水停止し
た件数を表す。

5008 検針委託率（％） 100.0 100.0 100.0 0.0% 委託した水道メータ数／水道メータ数×１００
委託した水道メータ数とは，業者に検針を委託した水道メータの
総数をいう。

5009
浄水場第三者委託率
（％）

0.0 0.0 0.0 - 第三者委託した浄水場能力／全浄水場能力×１００
第三者委託とは，運転管理等の技術上の業務を，技術的に信
頼できる第三者（他の水道事業者，民間企業等）に委託するこ
と。

ｂ）　適正な維持管理

5101
浄水場事故割合
（１０年間の件数／箇所）

0.5 0.5 0.5 0.0% １０年間の浄水場停止事故件数／浄水場総数 過去１０年間の浄水場停止事故件数割合を表す。

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率（％） 44.8 46.1 47.2 2.4%
ダクタイル鋳鉄管延長＋鋼管延長／管路総延長×１０
０

導・送・配水管路の母材の強度に視点を当てた指標で，維持管
理上の容易性を示す。

5103
管路の事故割合
（件／１００ｋｍ）

9.0 6.1 5.7 -6.6% 管路の事故件数／管路総延長×１００
年間の導・送・配水管路の事故件数を延長１００ｋｍ当たりの件
数に換算したもので，管路の健全性を示す。

5104
鉄製管路の事故割合
（件／１００ｋｍ）

9.1 5.8 5.4 -6.9% 鉄製管路の事故件数／鉄製管路総延長×１００
年間の鉄製導・送・配水管路の事故件数を延長１００ｋｍ当たり
の件数に換算したもので，鉄製管路の健全性を示す。

5105
非鉄製管路の事故割合
（件／１００ｋｍ）

8.8 6.5 6.3 -3.1% 非鉄製管路の事故件数／非鉄製管路総延長×１００
年間の非鉄製導・送・配水管路の事故件数を延長１００ｋｍ当た
りの件数に換算したもので，非鉄製管路の健全性を示す。

管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）



番号 業務指標 18 19 20
前年比率

増減 定義 備考

5106
給水管の事故割合
（件／１０００件）

8.7 7.5 7.7 2.7% 給水管の事故件数／給水件数×１０００
給水件数１０００件当たりの，年間に発生した水道メータ上流側
の給水管の破裂，破損，抜け出し，継手の漏れなどの異常件数
をいう。

5107 漏水率（％） 6.8 5.3 5.6 5.7% 年間漏水量／年間配水量×１００ 年間漏水量の年間総配水量に対する割合をいう。

5108
給水件数当たり漏水量
（ｍ３／年／件）

18.6 14.3 14.8 3.5% 年間漏水量／給水件数 給水件数１件当たりの，年間漏水量をいう。

5109 断水・濁水時間（時間） 109.18 0.00 0.00 -
（断水・濁水時間×断水・濁水区域給水人口）／給水人
口

給水人口１人当たりの，年間の断水・濁水時間をいう。

5110 設備点検実施率（％） 333 320 330 3.1%
電気・計装・機械設備等の点検回数／電気・計装・機械
設備の法定点検回数×１００

年間の電気・計装・機械設備等の点検回数の，法定点検回数
に対する割合をいう。

5111 管路点検率（％） 45 36 38 5.6% 点検した管路延長／管路総延長×１００
管路に対する年間の点検率であり，消防水利機能の健全性確
保に対する執行度合を示す。

5112
バルブ設置密度
（基／ｋｍ）

4.4 4.4 4.4 0.0% バルブ設置数／管路総延長 配水操作の柔軟性や管路の維持管理の容易性を示す。

5113 消火栓点検率（％） 100.0 100.0 100.0 0.0% 点検した消火栓数／消火栓数×１００
消火栓に対する年間の点検率であり，消防水利機能の健全性
確保に対する執行度合を示す。

5114
消火栓設置密度
（基／ｋｍ）

3.7 3.7 3.8 2.7% 消火栓数／配水管延長
管路施設の消防能力，救命ライフラインとしての危機対応能力
の度合を示す。

5115 貯水槽水道指導率（％） 100.0 100.0 100.0 0.0% 貯水槽水道指導件数／貯水槽水道総数×１００
年間の貯水槽水道に対して行った調査・指導の件数の貯水槽
水道総数に対する割合をいう。
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6001
国際技術等協力度
（人・週）

0 0 0 - 人的技術等協力者数×滞在週数
人的技術協力者数とは，海外に水道技術及びそれに関連する
事務，経営管理を含む公的業務のために派遣された年間の人
数をいう。

6101 国際交流数（件） 0 0 0 - 年間人的交流件数
人定交流件数とは，年間に公的に海外に出かけた職員及び来
日した人の人数をいう。

国際

ａ）　技術の移転

ｂ）　国際機関，諸国との交流


